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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第76期

第３四半期連結
累計期間

第77期
第３四半期連結
累計期間

第76期
第３四半期連結
会計期間

第77期
第３四半期連結
会計期間

第76期

会計期間

自  平成21年
     ４月１日
至  平成21年
     12月31日

自  平成22年
     ４月１日
至  平成22年
     12月31日

自  平成21年
     10月１日
至  平成21年
     12月31日

自  平成22年
     10月１日
至  平成22年
     12月31日

自  平成21年
     ４月１日
至  平成22年
     ３月31日

売上高 (千円) 14,578,78615,201,8365,060,4155,304,53919,205,431

経常利益 (千円) 330,096 718,518 196,380 221,931 511,368

四半期(当期)純利益 (千円) 152,182 425,855 99,239 144,670 219,339

純資産額 (千円) ― ― 8,181,7248,523,1278,297,444

総資産額 (千円) ― ― 17,494,55817,210,32816,780,353

１株当たり純資産額 (円) ― ― 545.45 575.47 552.50

１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 10.26 29.09 6.69 9.91 14.79

潜在株式調整後
１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 10.20 28.79 6.64 9.79 14.69

自己資本比率 (％) ― ― 46.25 48.81 48.84

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 427,067 943,401 ― ― 482,211

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △336,170△168,380 ― ― △382,505

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △109,869△621,534 ― ― △227,243

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 3,435,0373,478,0783,326,703

従業員数 (名) ― ― 336 333 328

(注) １　売上高には、消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれておりません。

２　従業員数は、就業人員数を表示しております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。

また、主要な関係会社における異動もありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(平成22年12月31日現在)

従業員数(名) 333 (161)

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数(顧問、嘱託、準社員、パートタイマー、派遣社員)は(　　)内に　当第３

四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

　

　

(2) 提出会社の状況

(平成22年12月31日現在)

従業員数(名) 268 (113)

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数(顧問、嘱託、準社員、パートタイマー、派遣社員)は(　　)内に　当第３

四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループの事業は、接着剤類の製造販売並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントでありま

す。なお、販売実績については市場区分別で表示しております。

　

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における当社グループの生産実績は次のとおりであります。
　

セグメントの名称 金額(千円) 前年同四半期比(％)

接着剤及びシーリング材等 3,878,953 5.54

　(注) １　金額は、販売価格により算定したものであります。
　２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　
　

(2) 商品仕入実績

当第３四半期連結会計期間における当社グループの商品仕入実績は次のとおりであります。
　

セグメントの名称 金額(千円) 前年同四半期比(％)

接着剤及びシーリング材等 1,099,472 △2.80

　(注) １　金額は、仕入価格により算定したものであります。

　２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　
　

(3) 受注状況

過去の販売実績、需要予測、工場の生産体制等を考慮して生産計画を設定し、概ねこの生産計画に基づ

き見込生産を行っております。また、工業関係の大口需要家からの受注生産については、ごく特殊な場合

を除いては、受注から納品までの期間が極めて短く、従って、受注製品の受注残高は常に僅かであります

ので、受注残高の算出は行っておりません。
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(4) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績は次のとおりであります。
　

市場区分別の名称 金額(千円) 前年同四半期比(％)

建築土木関連市場 2,696,766 12.09

一般消費者関連市場 1,191,955 2.46

工業関連市場 1,415,818 △5.05

合計 5,304,539 4.82

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

金額(千円)
総販売実績に
対する割合(％)

金額(千円)
総販売実績に
対する割合(％)

和気産業㈱ 577,294 11.41 602,914 11.37

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したもので

あります。

　
(1)　経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とした海外経済の回復に支えられ

企業の生産活動や輸出が増加し、企業収益に一部改善の動きがみられたものの、長期化する円高の影響

や国内の政策効果の一巡など景気の先行き不透明感が払拭されない状況が続いております。また、雇用

・所得環境は引き続き厳しい状況にあり、個人消費の回復は力強さを欠いております。

当社グループ関連業界におきましては、工業関連市場の一部ではアジアを中心とした新興国の成長

に支えられ持ち直しが続いておりますが、建築土木関連市場では国内の政策効果が一部に見られるも

のの全体としては厳しい状況が続いております。また、主要材料価格は、原油・ナフサ価格変動の影響

を受け、先行きは不透明なものとなっております。

EDINET提出書類

セメダイン株式会社(E01010)

四半期報告書

 5/37



　

このような環境のもと、当社グループでは、人と環境に優しい製品や高機能製品の開発および拡販に

よる売上高の確保に努めるとともに、厳しい外部環境に対応できる企業体質を構築するため、業務の一

層の効率化と徹底的なコスト削減に取り組んでまいりました。

これらの結果、当第３四半期連結会計期間の連結売上高は5,304百万円（前年同四半期比4.8％増）

となりました。利益面につきましては、高機能製品の売上増加や業務の効率化とコスト削減に努めたこ

とに加え、連結子会社シー・エヌ・シー㈱の生産が順調に推移し業績が好転したこともあり、営業利益

は207百万円(前年同四半期比6.7％増)、経常利益は221百万円(前年同四半期比13.0％増)、四半期純利

益144百万円(前年同四半期比45.8％増)となりました。

　
市場区分別の業績につきましては、次のとおりであります。

① 建築土木関連市場

建築土木関連市場におきましては、大型建築現場や公共投資は低調に推移しましたが、積極的な販

売活動に努めたことや各種政策効果による住宅建設の持ち直しによりセメダインタイルエース等の

内外装工事用接着剤が伸張し、売上高は2,696百万円(前年同四半期比12.1％増)となりました。

② 一般消費者関連市場

一般消費者関連市場におきましては、雇用や所得の先行きに不透明感が強い中で、デフレ認識が浸

透し低価格偏重指向が続いております。ホームセンターの価格競争は依然として激しいことなどか

ら販売価格は低迷しましたが、一般用セメダインスーパーＸシリーズの売上が伸張したほか、プラス

チック・ゴムの接着に最適なセメダインＵＴ１１０を市場投入するなど拡販に努めました結果、売

上高は1,191百万円(前年同四半期比2.5％増)となりました。

③ 工業関連市場

工業関連市場におきましては、電機市場での需要回復が堅調に続いております。電子部品向け等の

工業用セメダインスーパーＸ系接着剤の売上が堅調に推移いたしましたが、政府経済政策の終了に

よる自動車周辺市場の落ち込みや円高の影響により海外市場の売上が伸び悩んだため、売上高は

1,415百万円(前年同四半期比5.1％減)となりました。

　

(2)　財政状態の分析

① 資産

流動資産は、前連結会計年度末と比較し622百万円増加し12,120百万円となりました。これは主に、現

金及び預金が186百万円、受取手形及び売掛金が692百万円増加し、たな卸資産が145百万円減少したこ

とによります。

固定資産は、主に減価償却による有形固定資産の減少により前連結会計年度末と比較し189百万円減

少し5,084百万円となりました。

この結果、総資産は前連結会計年度末と比較し429百万円増加し17,210百万円となりました。

② 負債

流動負債は、前連結会計年度末と比較し840百万円増加し7,440百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金が700百万円増加したことによります。

固定負債は、前連結会計年度末と比較し636百万円減少し1,246百万円となりました。これは主に、長

期借入金が384百万円、退職給付引当金が109百万円減少したことによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末と比較し204百万円増加し8,687百万円となりました。
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③ 純資産

純資産は、前連結会計年度末に比べて225百万円増加し8,523百万円となりました。これは主に、四半

期純利益の計上による利益剰余金の増加、自己株式の取得、評価・換算差額等の減少によるものであり

ます。

　

　

(3)　キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年

度末と比較し151百万円増加し、3,478百万円となりました。

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により獲得した資金は150百万円(前年同四半期60百万円）となりました。主な資金の増加

要因は、税金等調整前四半期純利益220百万円(前年同四半期176百万円)、減価償却費110百万円(前年同

四半期125百万円)、仕入債務の増加452百万円(前年同四半期523百万円)であり、主な資金の減少要因

は、賞与引当金の減少113百万円(前年同四半期100百万円）、売上債権の増加524百万円(前年同四半期

381百万円)であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動に使用した資金は91百万円(前年同四半期48百万円)となりました。主なものは、定期預金の

預入による支出71百万円(前年同四半期20百万円)、有形固定資産の取得による支出22百万円(前年同四

半期11百万円)であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動に使用した資金は54百万円(前年同四半期41百万円)となりました。主な資金の使途は、配当

金の支払額54百万円(前年同四半期40百万円)であります。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針について

は、特に定めておりません。

　

　

(5) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は147百万円であります。

　

　

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因

今後の我が国経済は、国内の急速な高齢化や人口減少の進展、社会保障制度への不信感など構造的な問

題を抱えており中長期的な展望は開けておりません。当社グループを取り巻く経営環境は、原材料価格の

大幅な変動、環境面における規制強化及び複数事業主による企業年金の運用悪化等、依然として厳しい状

況が続くものと考えられ、これらの状況が当社グループの業績に重要な影響を与えております。

　

　

(7) 経営戦略の現状と見通し

当社グループとしては、これらの状況を踏まえ、次の項目を基とする諸課題に取り組み、既存事業の効

率化と将来の利益の源泉となる事業へ経営資源を集中して成長企業への布石としてまいります。

・ 販売力の強化と海外市場戦略の推進 

・ 最新コア技術の開発と新製品・高付加価値製品の市場投入

・ 生産拠点の最適化によるコスト改善

・ 安全・安心製品の提供と品質管理の徹底

・ 人材の活性化と育成

・ ブランド価値の向上
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更はありません。

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

せん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 15,167,00015,167,000
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 15,167,00015,167,000― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　

平成20年９月26日　取締役会決議

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の数(個) 58

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は1,000株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) 58,000　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり１

新株予約権の行使期間 平成20年10月21日～平成40年10月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合におい
て増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１
項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が
生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合におい
て増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額
より上記①に定める増加する資本金の額を減じた
額とする。
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第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日
の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使するこ
とができる。

②　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行
使することができるものとする。かかる相続人によ
る新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定め
るところによる。

③　その他の条件については、当社と新株予約権者との
間で締結する「新株予約権割当契約」に定めると
ころによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)２

(注) １　当社が株式分割、又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社

は必要と認める株式数の調整を行う。

２　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残

存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイから

ホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交

付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再

編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交

換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

　　①　交付する再編対象会社の新株予約権の数 　　

　　　　組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数

と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

　　②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 　　

　　　　再編対象会社の普通株式とする。

　　③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 　

　　　　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調

整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

　　④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　　交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整し

た再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

　　⑤　新株予約権を行使することができる期間 　

　　　　上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の

効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。

　　⑥　譲渡による新株予約権の取得の制限　

　　　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

　　⑦　新株予約権の行使の条件

　　　　上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

　　⑧　再編対象会社による新株予約権の取得事由 　

　　　　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の

議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案が、当社株主総会で承認され

た場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日

に、新株予約権を無償で取得することができる。
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平成21年７月24日取締役会決議

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の数(個) 58

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は1,000株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) 58,000　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり１

新株予約権の行使期間 平成21年８月12日～平成41年８月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合におい
て増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１
項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が
生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合におい
て増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額
より上記①に定める増加する資本金の額を減じた
額とする。

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日
の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使するこ
とができる。

②　上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契
約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若し
くは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる
株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案に
つき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決
議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた
場合)、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予
約権を行使できるものとする。ただし、組織再編行
為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って
新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付
される場合を除くものとする。

③　その他の条件については、当社と新株予約権者との
間で締結する「新株予約権割当契約」に定めると
ころによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)２

(注) １　当社が株式分割、又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合及びその他これらの場合に準じて新株予約権の目的たる株式の

数を調整すべき場合、当社取締役会において必要と認める株式数の調整を行う。

２　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残

存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイから

ホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交

付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対

象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契

約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

　　①　交付する再編対象会社の新株予約権の数 　　

　　　　組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同

一の数をそれぞれ交付するものとする。 

EDINET提出書類

セメダイン株式会社(E01010)

四半期報告書

12/37



　
　　②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 　　

　　　　再編対象会社の普通株式とする。

　　③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 　

　　　　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調

整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

　　④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の

行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

　　⑤　新株予約権を行使することができる期間 　

　　　　上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力

発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することがで

きる期間の満了日までとする。

　　⑥　譲渡による新株予約権の取得の制限　

　　　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

　　⑦　新株予約権の行使の条件

　　　　上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

　　⑧　再編対象会社による新株予約権の取得事由及び条件 　

　　　　イ　当社は、新株予約権者が上記の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場

合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

　　　　ロ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認

の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案が、当社株主総会で承認

された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定

める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

　　　　ハ　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することがで

きる。
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平成22年７月９日取締役会決議

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の数(個) 67

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は1,000株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) 67,000　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり１

新株予約権の行使期間 平成22年７月27日～平成42年７月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合におい
て増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１
項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が
生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合におい
て増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額
より上記①に定める増加する資本金の額を減じた
額とする。

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日
の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使するこ
とができる。

②　上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契
約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若し
くは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる
株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案に
つき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決
議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた
場合)、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予
約権を行使できるものとする。ただし、組織再編行
為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って
新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付
される場合を除くものとする。

③　その他の条件については、当社と新株予約権者との
間で締結する「新株予約権割当契約」に定めると
ころによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)２

(注) １　当社が株式分割、又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合及びその他これらの場合に準じて新株予約権の目的たる株式の

数を調整すべき場合、当社取締役会において必要と認める株式数の調整を行う。

２　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残

存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホま

でに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

ることとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会

社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約ま

たは株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

　　①　交付する再編対象会社の新株予約権の数 　　

　　　　組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同

一の数をそれぞれ交付するものとする。 
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　　②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 　　

　　　　再編対象会社の普通株式とする。

　　③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 　

　　　　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調

整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

　　④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の

行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

　　⑤　新株予約権を行使することができる期間 　

　　　　上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力

発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することがで

きる期間の満了日までとする。

　　⑥　譲渡による新株予約権の取得の制限　

　　　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

　　⑦　新株予約権の行使の条件

　　　　上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

　　⑧　再編対象会社による新株予約権の取得事由及び条件 　

　　　　イ　当社は、新株予約権者が上記の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場

合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

　　　　ロ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認

の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案が、当社株主総会で承認

された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定

める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

　　　　ハ　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することがで

きる。

　

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年10月１日～
平成22年12月31日

― 15,167,000 ― 3,050,375 ― 2,676,947

　

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年９月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

(平成22年９月30日現在)

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　 570,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式14,567,000 14,567 ―

単元未満株式 普通株式　　30,000 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 15,167,000 ― ―

総株主の議決権 ― 14,567 ―

(注)　単元未満株式には、当社所有の自己株式317株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

(平成22年９月30日現在)

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
セメダイン株式会社

東京都品川区東五反田
四丁目５番９号

570,000 ― 570,000 3.75

計 ― 570,000 ― 570,000 3.75

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 340 333 352 336 357 360 365 362 370

最低(円) 320 309 302 320 329 335 340 340 347

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部の実績によるものであります。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１

日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、東邦監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,621,997 3,435,739

受取手形及び売掛金 ※３
 6,598,139 5,906,114

商品及び製品 1,102,400 1,226,034

仕掛品 142,169 178,570

原材料及び貯蔵品 444,159 429,606

その他 219,560 339,370

貸倒引当金 △7,472 △16,489

流動資産合計 12,120,954 11,498,944

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１, ※２
 1,918,241

※１, ※２
 2,018,700

その他（純額） ※１, ※２
 1,378,401

※１, ※２
 1,459,958

有形固定資産合計 3,296,643 3,478,659

無形固定資産 221,527 248,222

投資その他の資産

投資有価証券 925,360 934,871

その他 658,575 638,200

貸倒引当金 △17,205 △25,238

投資その他の資産合計 1,566,730 1,547,833

固定資産合計 5,084,901 5,274,715

繰延資産 4,472 6,693

資産合計 17,210,328 16,780,353

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※３
 5,791,274 5,091,071

短期借入金 510,000 558,000

未払法人税等 249,769 37,241

賞与引当金 113,422 220,557

その他 776,285 692,979

流動負債合計 7,440,752 6,599,850

固定負債

長期借入金 － 384,000

退職給付引当金 855,947 965,217

その他 390,500 533,841

固定負債合計 1,246,447 1,883,058

負債合計 8,687,200 8,482,909
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,050,375 3,050,375

資本剰余金 2,676,947 2,676,947

利益剰余金 3,037,628 2,714,661

自己株式 △185,699 △108,330

株主資本合計 8,579,251 8,333,654

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △41,948 △6,794

為替換算調整勘定 △137,638 △131,038

評価・換算差額等合計 △179,586 △137,832

新株予約権 35,103 20,969

少数株主持分 88,359 80,652

純資産合計 8,523,127 8,297,444

負債純資産合計 17,210,328 16,780,353
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 14,578,786 15,201,836

売上原価 10,866,779 11,141,860

売上総利益 3,712,006 4,059,976

販売費及び一般管理費 ※１
 3,339,160

※１
 3,382,395

営業利益 372,846 677,580

営業外収益

受取利息 2,422 1,401

受取配当金 12,312 12,920

持分法による投資利益 4,428 56,402

その他 34,721 42,438

営業外収益合計 53,885 113,163

営業外費用

支払利息 14,341 6,945

売上割引 54,954 55,185

支払補償費 14,168 3,632

その他 13,170 6,461

営業外費用合計 96,635 72,225

経常利益 330,096 718,518

特別損失

固定資産除却損 ※２
 17,916

※２
 13,331

減損損失 ※３
 15,821 －

特別損失合計 33,737 13,331

税金等調整前四半期純利益 296,358 705,186

法人税等 ※４
 131,607

※３
 254,222

少数株主損益調整前四半期純利益 － 450,964

少数株主利益 12,568 25,108

四半期純利益 152,182 425,855

EDINET提出書類

セメダイン株式会社(E01010)

四半期報告書

20/37



【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 5,060,415 5,304,539

売上原価 3,765,770 3,956,408

売上総利益 1,294,645 1,348,131

販売費及び一般管理費 ※１
 1,099,924

※１
 1,140,407

営業利益 194,720 207,724

営業外収益

受取利息 416 242

受取配当金 5,486 5,584

持分法による投資利益 11,281 22,808

その他 17,231 14,878

営業外収益合計 34,416 43,514

営業外費用

支払利息 4,626 1,506

売上割引 19,459 19,927

支払補償費 5,271 1,550

その他 3,399 6,322

営業外費用合計 32,756 29,307

経常利益 196,380 221,931

特別損失

固定資産除却損 ※２
 4,257

※２
 1,444

減損損失 ※３
 15,821 －

特別損失合計 20,078 1,444

税金等調整前四半期純利益 176,301 220,487

法人税等 ※４
 70,451

※３
 69,875

少数株主損益調整前四半期純利益 － 150,611

少数株主利益 6,611 5,941

四半期純利益 99,239 144,670
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 296,358 705,186

減価償却費 374,651 325,276

減損損失 15,821 －

固定資産除却損 17,916 13,331

賞与引当金の増減額（△は減少） △82,251 △107,134

退職給付引当金の増減額（△は減少） △149,764 △105,793

受取利息及び受取配当金 △14,735 △14,322

支払利息 14,341 6,945

持分法による投資損益（△は益） △4,428 △56,402

売上債権の増減額（△は増加） △772,180 △701,004

たな卸資産の増減額（△は増加） 50,111 142,006

仕入債務の増減額（△は減少） 723,134 788,593

退職金制度改定に伴う未払金の増減（△は減
少）

△146,503 △136,777

その他 62,337 99,637

小計 384,809 959,541

利息及び配当金の受取額 25,366 29,445

利息の支払額 △14,320 △6,960

法人税等の支払額 △40,782 △42,366

法人税等の還付額 71,994 3,742

営業活動によるキャッシュ・フロー 427,067 943,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △40,694 △95,170

定期預金の払戻による収入 63,122 57,984

有形固定資産の取得による支出 △330,106 △120,233

無形固定資産の取得による支出 △31,635 △13,017

投資有価証券の取得による支出 △898 △898

その他 4,041 2,955

投資活動によるキャッシュ・フロー △336,170 △168,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △24,000 △432,000

配当金の支払額 △70,897 △99,081

少数株主への配当金の支払額 △14,595 △13,084

自己株式の取得による支出 △376 △77,368

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,869 △621,534

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,995 △2,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,977 151,374

現金及び現金同等物の期首残高 3,452,014 3,326,703

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,435,037

※
 3,478,078
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日  至　平成22年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項の変更

　(1) 連結の範囲の変更

前連結会計年度で連結子会社でありましたシーアイケミカル株式会社は、平成22年１月１日付で連結子会社の

利根川化工株式会社に吸収合併されたため第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除かれております。

　(2) 変更後の連結子会社の数

４社

 

２　会計処理基準に関する事項の変更

　(1) 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号　平成20年３月10日公表分)及

び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号　平成20年３月10日)を適用し

ております。

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

　(2) 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号　平成20年３月31日)及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日)を適用して

おります。

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
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【表示方法の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日 至　平成22年12月31日)

(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用に伴い、当第３四半期連結累計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日 至　平成22年12月31日)

(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用に伴い、当第３四半期連結会計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日  至　平成22年12月31日)

１　棚卸資産の評価方法

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

２　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

３　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 8,608,923千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 8,411,477千円

※２　国庫補助金等による圧縮記帳額は、次のとおりであ

ります。なお、四半期連結貸借対照表上ではこの圧縮

記帳額を控除して表示しております。

　 137,132千円

※２　国庫補助金等による圧縮記帳額は、次のとおりであ

ります。なお、連結貸借対照表上ではこの圧縮記帳額

を控除して表示しております。

　 137,132千円

※３  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理は、

　　手形交換日をもって決済処理をしております。

　　　なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関

　　の休日であったため、次の第３四半期連結会計期間

　　末日満期手形が第３四半期連結会計期間末残高に含

　　まれております。

　受取手形 140,037千円

　支払手形 14,492千円

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　
前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は、次の

とおりであります。

荷造費及び発送費 646,019千円

従業員給料手当 806,790千円

賞与手当及び賞与引当金繰入額 172,409千円

退職給付費用 348,052千円

福利厚生費 186,111千円

研究開発費 383,773千円

※１　販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は、次の

とおりであります。

荷造費及び発送費 666,759千円

従業員給料手当 782,770千円

賞与手当及び賞与引当金繰入額 174,055千円

退職給付費用 287,825千円

福利厚生費 201,074千円

研究開発費 440,415千円

 

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 7,828千円

機械装置及び運搬具 9,905千円

工具、器具及び備品 181千円

合計 17,916千円

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 7,593千円

機械装置及び運搬具 521千円

工具、器具及び備品 5,216千円

合計 13,331千円

※３　減損損失の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 14,386千円

機械装置及び運搬具 1,324千円

工具、器具及び備品 　111千円

合計 　15,821千円

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　 　
　 　
　 　
　 　

※４　法人税等の表示方法 ※３　法人税等の表示方法

　　　「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整

額」を「法人税等」として一括掲記しております。

同左
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第３四半期連結会計期間

　
前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は、次の

とおりであります。

荷造費及び発送費 215,166千円

従業員給料手当 263,269千円

賞与手当及び賞与引当金繰入額 52,772千円

退職給付費用 117,663千円

福利厚生費 61,058千円

研究開発費 128,612千円

※１　販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は、次の

とおりであります。

荷造費及び発送費 232,091千円

従業員給料手当 261,268千円

賞与手当及び賞与引当金繰入額 51,643千円

退職給付費用 101,475千円

福利厚生費 65,771千円

研究開発費 147,362千円

 

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 3,444千円

機械装置及び運搬具 812千円

合計 4,257千円

　 　

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 878千円

機械装置及び運搬具 514千円

工具、器具及び備品 51千円

合計 1,444千円

※３　減損損失の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 14,386千円

機械装置及び運搬具 1,324千円

工具、器具及び備品 　111千円

合計 　15,821千円

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　 　
　 　
　 　
　 　

※４　法人税等の表示方法 ※３　法人税等の表示方法

　　　「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整

額」を「法人税等」として一括掲記しております。

同左
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

※　現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末

残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

(平成21年12月31日)

現金及び預金 3,537,924千円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△102,886千円

現金及び現金同等物 3,435,037千円
 

※　現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末

残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

(平成22年12月31日)

現金及び預金 3,621,997千円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△143,919千円

現金及び現金同等物 3,478,078千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日

　至　平成22年12月31日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 15,167,000

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 570,717

　
３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
当第３四半期
連結会計期間末
(千円)

提出会社
ストック・オプションと
しての新株予約権

35,103

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月25日
定時株主総会

普通株式 44,502 3.00平成22年３月31日平成22年６月28日 利益剰余金

平成22年10月29日
取締役会

普通株式 58,386 4.00平成22年９月30日平成22年12月１日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　
５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

EDINET提出書類

セメダイン株式会社(E01010)

四半期報告書

30/37



(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累

計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

当社グループの事業は、接着剤類の製造販売並びにこれらに付帯する事業の単一事業であり、開示対

象となるセグメントはありませんので記載を省略しております。

　

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累

計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を越えるため記載を省略しております。

　

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累

計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。

　

　

【セグメント情報】

 （追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

　平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第20号　平成20年３月21日)を適用しております。

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）及び当第３四半期連結会

計期間(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)

当社グループの事業は、接着剤類の製造販売並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントである

ため、記載を省略しております。

　

　

(金融商品関係)

　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がないため、記載しておりません。

　

　

(有価証券関係)

　企業集団の事業の運営において重要なものではないため、記載しておりません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

　利用しているデリバティブ取引はありません。
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(ストック・オプション等関係)

　重要性がないため、記載しておりません。

　

　

(企業結合等関係)

　該当事項はありません。

　

　

(資産除去債務関係)

　当社グループは、借地権契約に基づき使用する敷地及び不動産賃貸借契約に基づき使用する各事務所

等につきまして、返還時における原状回復に係る債務を有しておりますが、現在、移転計画がなく返還

時期が不明のため、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う

資産除去債務を計上しておりません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 575.47円
　

　 　

　 552.50円
　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 8,523,127 8,297,444

普通株式に係る純資産額(千円) 8,399,665 8,195,821

差額の主な内訳(千円) 　 　

　新株予約権 35,103 20,969

　少数株主持分 88,359 80,652

普通株式の発行済株式数(株) 15,167,000 15,167,000

普通株式の自己株式数(株) 570,717 332,822

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(株)

14,596,283 14,834,178

　

　

２．１株当たり四半期純利益金額等

　
第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益 10.26円

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益

10.20円
　

１株当たり四半期純利益 29.09円

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益

28.79円
　

(注) １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

(１) １株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期連結損益計算書上の
四半期純利益(千円)

152,182 425,855

普通株式に係る四半期純利益(千円) 152,182 425,855

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 14,834,790 14,638,886

(２) 潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額

　 　

四半期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 87,881 154,283

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり四半期純利益金額の算定に含まれな
かった潜在株式について前連結会計年度末か
ら重要な変動がある場合の概要

該当事項はありません。 同左
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第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益 6.69円

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益

6.64円
　

１株当たり四半期純利益 9.91円

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益

9.79円
　

(注)  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

(１) １株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期連結損益計算書上の
四半期純利益(千円)

99,239 144,670

普通株式に係る四半期純利益(千円) 99,239 144,670

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 14,834,635 14,596,600

(２) 潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額

　 　

四半期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 115,636 182,482

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり四半期純利益金額の算定に含まれな
かった潜在株式について前連結会計年度末か
ら重要な変動がある場合の概要

該当事項はありません。 同左

　
　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

　

２ 【その他】

　

第77期(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)中間配当については、平成22年10月29日開催の取

締役会において、平成22年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配

当を行うことを決議し、配当を行いました。

(1)　配当金の総額 58,386千円

(2)　１株当たりの金額 4円00銭

(3)　効力発生日並びに支払開始日 平成22年12月１日

　

EDINET提出書類

セメダイン株式会社(E01010)

四半期報告書

34/37



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年２月８日

セメダイン株式会社

取締役会  御中

　

東邦監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    小　　宮　　直　　樹    印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    三　　宅　　啓　　之    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているセメ

ダイン株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、セメダイン株式会社及び連結子会社の平成21

年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年２月10日

セメダイン株式会社

取締役会  御中

　

東邦監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    小　　宮　　直　　樹    印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    三　　宅　　啓　　之    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているセメ

ダイン株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、セメダイン株式会社及び連結子会社の平成22

年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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